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条例制定・計画策定までの流れ

➢ 「総合的対応窓口」の設置

➢ 性暴力被害者支援センター「よりそいの樹とくしま」の設置

➢ 市町村をはじめとする関係職員等に対する研修会や講演会の実施

県議会や支援団体等からの声の高まりを受け、条例制定に向けた検討に着手

令和２年１１月議会「徳島県犯罪被害者等支援条例」制定
（令和２年１２月２５日公布・令和３年４月１日全面施行）

令和３年４月 「徳島県犯罪被害者等支援推進計画」策定

⚫ 徳島県犯罪被害者等支援審議会の設置・審議（令和３年１月２７日・３月２９日）
⚫ パブリックコメントの実施（令和３年２月１０日から３月１２日まで）

⚫ 徳島県犯罪被害者等支援条例検討委員会（令和２年７月６日・８月２８日・１０月１６日）
⚫ パブリックコメントの実施（令和２年９月９日から１０月８日まで）

「犯罪被害者等基本法（平成１６年１２月制定）」を踏まえたこれまでの取組



条例の特色
◆ 支援に際しての配慮義務及び県民等への啓発に関して「再被害及び二次被害の防止」

を明記（第３条・第１７条）

◆ 学校における「犯罪被害者等支援」に関する教育施策について明記（第１７条）

◆ 支援関係者の「個人情報の適切な取扱」について明記（第２０条）

○用語の定義

「再被害」
犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び危害を加えられること

「二次被害」
犯罪等による直接的な被害を受けた後に、当該被害に係る配慮に欠ける他人

の言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取
材、誹謗等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の
毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害



徳島県犯罪被害者等支援推進計画の概要【基本方針等】

５年間（令和３年度から令和７年度まで）計画期間

基本方針

基本方針１ 支援体制の整備・充実

基本方針２ 直接的施策の充実

基本方針３ 県民等への理解促進

国、県、市町村、民間支援団体等が役割を互いに理解し相互に連携して支援を行える体制を構築

犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び生活の再建を支援

県民や事業者等が、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性を理解するとともに、
再被害や二次被害についても理解を深め、共に支え合える社会の実現を目指す

推進体制 国、県、市町村、民間支援団体等、関係機関が相互の役割を理解し、
連携して推進

趣旨・目的 条例に基づき、犯罪被害者等支援に関する基本方針及び具体的施策を
体系的に整理し、施策を総合的・計画的に推進する



徳島県犯罪被害者等支援推進計画の概要
基本方針１ 支援体制の整備・充実

２ 相談及び情報の提供等

➢ 総合的な支援を行う調整役の設置
(公社)徳島被害者支援センターに「支援コーディネーター」を配置・被害直後から寄り添った支援

➢ 市町村の相談体制の強化
市町村の総合的対応窓口担当職員への研修会の実施、市町村における条例制定に向けた支援

➢ 市町村、県警察、民間支援団体との相互連携の促進
➢ 重大な事案が発生した場合の緊急支援体制の整備 等

１ 総合的な支援体制の確立

３ 犯罪被害者等の支援に係る人材の育成

４ 民間支援団体の活動の促進

５ 個人情報の適切な管理



重大事案発生時における総合的な犯罪被害者
等支援体制構築に向けた検討会

➢ 重大事案に係る犯罪被害者等支援取組事例について

・公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま 講演

➢ 重大事案発生時における総合的な犯罪被害者等支援体制について

➢ 重大事案発生時の被害者等支援シミュレーション演習

➢ 重大事案発生時における総合的な犯罪被害者等支援体制について

➢ ※検討会メンバー 犯罪被害者支援連絡協議会

第１回 検討会（令和３年１０月２９日）

第２回 検討会（令和３年１２月１７日）





重大事案発生時の連絡体制イメージ

徳島県犯罪被害者支援連絡協
議会会長

重大事案発生地区の連絡協議会会員
その他関係機関・団体等

招集等承認伺・報告

情報の集約
連絡・調整

支援ニーズ

・連絡本部設置時、連絡本部から第一報
・その後、必要と認められる会員に対し、随時連絡
・連絡を受けた会員は、病院や被害者等の待機場所など、指定さ
れた現場や関係箇所において、犯罪被害者等支援活動を実施

徳島県犯罪被害者支援連絡協議会会員

他都道府県関係課等

関係市町村関係課等

徳島県警察本部
犯罪被害者支援室

重大事案発生地区の警察署

徳島県消費者政策課

徳島県犯罪被害者支援
連絡協議会「連絡本部」

(公社)徳島被害者支援センター


